
山口県賃貸住宅供給促進計画 

 

■ 計画策定の位置付け 

国において、平成 29（2017）年 10 月に「住宅確保要配慮者に対する賃

貸住宅の供給の促進に関する法律（ 平成 19（2007）年法律第 112 号。以

下「住宅セーフティネット法」という。）」を改正し、新たな住宅セーフティ

ネット制度により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制

度等を創設しました。これを踏まえ、山口県においては、県は住宅確保要配

慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録の促進の取組、市町は福祉部局と連

携し、地域の実情に応じた取組を行うことが、それぞれ求められています。 

この部分は、新たな住宅セーフティネット制度を普及させるとともに、山

口県内において住宅確保要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住

宅セーフティネット法第 5 条及び国の基本方針に基づき、賃貸住宅の供給

の促進及び管理の適正化等に関する事項を定めるものです。 

 

■ 住宅確保要配慮者の実態 

（１）住宅確保要配慮者の世帯数や居住実態の把握 

 （住宅確保要配慮者の世帯数の推移） 

山口県における住宅確保要配慮者の世帯数の推移を見てみると、平

成 17（2005）年から平成 27（2015）年にかけて高齢単身世帯及び高

齢夫婦世帯が大きく増加しています。また、母子・父子世帯（20歳未

満の子ども）及び外国人のいる一般世帯は高齢単身世帯及び高齢夫婦

世帯と比べると世帯数が少なく、あまり変化が見られません。 

 

（住宅確保要配慮者の居住の状況） 

平成 27（2015）年における住宅確保要配慮者の居住の状況を見てみ

ると、高齢単身世帯及び高齢夫婦世帯においては、持ち家の世帯が最も

多い割合を占めています。しかし、高齢単身世帯及び高齢夫婦世帯は世

帯数が多く、民営の借家等（給与住宅及び間借りを含む（以下同じ））

に居住する世帯数は 16,620世帯に上ります。一方、母子・父子世帯及

び外国人のいる一般世帯は、いずれもその 4 割以上が民営の借家等に

居住しており、その世帯数は合せて 7,816世帯に上ります。高齢（単身

及び夫婦）世帯は令和 2（2020）年をピークに、その後令和 7（2025）

年まで同水準で推移するものと考えられ、住宅確保要配慮者の居住の

安定の確保を図ることが重要となってきます。 

 

（２）住宅確保要配慮者に対する入居制限の実態 



平成 28（2016）年に山口県居住支援協議会が家主や不動産業者に実施

した「民間賃貸住宅における住宅確保要配慮者の入居制限に関する実態

調査」によると、一部の民間賃貸住宅において住宅確保要配慮者に対し入

居制限をしている実態が見受けられました。その理由は住宅確保要配慮

者の属性に応じて異なりますが、家賃の支払い、習慣・言葉の違いや近隣

住民との協調性等に対する不安を、家主や不動産事業者が抱えている実

態が分かっています。 

 

■ 住宅確保要配慮者の範囲 

住宅確保要配慮者の範囲は、住宅セーフティネット法第 2 条第 1 項第 1

号～第 5 号までに定める者及び同法施行規則第 3 条第 1 号～第 12 号まで

に定める者のほか、同条第 13号に基づいて定める次の者とします。 

 

法第 2 条第 1 項第 1 号～

第 5 号までに定める者 

同法施行規則第 3 条第 1 号

～第 12 号までに定める者 

同法施行規則第 3 条第 13 

号に基づいて定める者 

・低額所得者 

・被災者（発災後 3 年以内） 

・高齢者 

・身体障害者、知的障害者、精

神障害者、その他の障害者 

・子ども（高校生相当以下）を

養育している者 

・外国人 

・中国残留邦人 

・児童虐待を受けた者 

・ハンセン病療養所入所者 

・DV※（ドメスティック・バ

イオレンス）被害者 

・北朝鮮拉致被害者 

・犯罪被害者 

・生活困窮者 

・更生保護対象者 

・刑の執行のため刑事施設に

収容されていた者、刑若しく

は保護処分の執行のため少

年院に収容されていた者又

は労役場に留置されていた

者 

・困難な問題を抱える女性 

・東日本大震災等の大規模災

害の被災者 

・新婚世帯 

・LGBT※（レズビアン・ゲイ・

バイセクシャル・トランスジ

ェンダー） 

・ＵJI※ターンによる転入者 

・児童養護施設退所者 

・海外からの引揚者 

・原子爆弾被爆者 

・戦傷病者 

・婦人相談所等による「配偶

者からの暴力の被害者の保

護に関する証明書」又は配偶

者暴力対応機関等による「配

偶者暴力被害申出受理確認

書」を受けた者 

 

１ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標 

（１）公営住宅の供給目標 



本県の公営住宅供給目標量は、山口県住生活基本計画（計画期間：令

和３（2021）年度～令和 12（2030）年度）において定める目標値とし

ます。 

（再掲）  

計画期間（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度）における

公営住宅の供給の目標量 

１５，８００戸（10年間累計） 

 

（２）法第 10条第 5項に規定する登録住宅※の供給目標 

県では、地域における空き家・空き室を登録住宅として有効活用し、

住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給の促進を図ります。ま

た、民間賃貸住宅が存在する全市町における登録住宅の登録を目標と

します。 

 
※ 登録住宅：住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録され

た賃貸住宅 

 

●住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された賃貸住宅の 

登録戸数（令和 12（2030）年） 

登録住宅の更なる供給の促進に取り組む。 

（※現状値：11,988戸（令和３（2021）年 12月末現在） 

 

２ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進について 

県及び各市町では、山口県住生活基本計画に基づき、市場において自力で

は適正な水準の住宅を確保できない低額所得者等に対して居住の安定確保

を図るため、公的賃貸住宅の供給を進めます。そのうち公営住宅では、県及

び各市町の公営住宅長寿命化計画に基づき、公営住宅の建替え、改善等を計

画的に推進し、老朽公営住宅ストックの解消と居住水準の向上を図ります。 

 

３ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進について 

（１）登録住宅の確保の取り組みについて 

家主や不動産業者においては、住宅確保要配慮者に対する様々な不

安から入居制限をしている実態が見受けられます。こうした実態を踏

まえ、家主や不動産業者の不安を少しでも軽減し、登録住宅を確保でき

るよう、新たな住宅セーフティネット制度の情報を分かりやすく提供

するための取組を実施します。 

また、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する



ために登録基準の緩和を行い、空き家等の登録住宅への有効活用を推

進します。 

 

（２）居住支援について 

① 山口県居住支援協議会の設立について 

住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るために、平成 27（2015）

年に、県、市町、不動産関係団体、居住支援団体等で構成される「山口

県居住支援協議会」を設立しました。 

 

② 居住支援協議会の具体的な活動等について 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、その居

住の安定を確保するため、家主に対して新たな住宅セーフティネット

制度の普及啓発に努めます。また、居住支援においては地域の不動産関

係業者との連携が不可欠であることから、居住支援に協力する不動産

関係業者を協力会員として登録し、住宅確保要配慮者への支援体制の

構築に取組みます。 

さらに、県や不動産関係業者、居住支援団体等が連携を図りながら、

ホームページ等を通じて住宅確保要配慮者へ登録住宅等の情報提供を

行います。 

 

③ 居住支援法人の指定の方針について 

居住支援法人については、居住支援活動の実績を有し、支援業務の実

施のために必要な体制の確保や不当な差別を行わない等、居住支援を

円滑に進めることができ、かつ、居住支援協議会への参加が可能である

者を申請に基づき居住支援法人として指定し、地域における居住支援

の強化を図ります。 

  

④ 市町居住支援協議会について 

住宅確保要配慮者に対する居住支援を行うには、より地域に根差し

た活動が求められることから、各市町において居住支援協議会を設立

できるよう、情報提供や関係団体の意見交換の場を設置する等の支援

を実施します。 

 

（３）住宅扶助費の代理納付について 

生活保護受給者には住宅扶助※費が支給されますが、一部の生活保

護受給者がそれを家賃の支払いに充てずに滞納してしまうケースがあ

り、賃貸人は生活保護受給者の入居に拒否感を有する傾向にあります。



また、滞納が重なれば住宅からの退去を迫られる等生活保護受給者本

人の居住の安定も阻害されることとなります。 

このため、登録住宅では、賃貸住宅の家主が生活保護の実施機関に対

して家賃滞納等に係る情報提供を行った場合、保護の実施機関は事実

確認を行うとともに、代理納付※が適切かつ円滑に行われるよう努め

ます。 

 

（４）登録住宅の登録基準の緩和・強化について 

住宅確保要配慮者の登録住宅への円滑な入居を促進させるため、住

宅セーフティネット法施行規則第 10 条に規定する規模の基準につい

て、以下のとおり緩和します。 

 

 ・ 立地適正化計画※で定める居住誘導区域※内においては、各戸の床

面積の規模は 18㎡とする 

 

また、住宅確保要配慮者に対し安全安心な登録住宅を提供するため、

住宅セーフティネット法施行規則第 11条に規定する構造及び設備につ

いて、以下の事項を追加することで基準を強化します。 

 

・ 土砂災害特別警戒区域内の建築物については土砂災害対策改修※工

事が実施されたものに限る 

・ その他知事が定める基準に適合するもの 

 

（５）居住安定援助賃貸住宅の登録基準の強化について 

日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し安全

安心な居住安定援助賃貸住宅を提供するため、国土交通省・厚生労働省

関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施

行規則第 10条に規定する構造及び設備について、以下の事項を追加す

ることで基準を強化します。 

 

・ 土砂災害特別警戒区域内の建築物については土砂災害対策改修※工

事が実施されたものに限る 

・ その他知事が定める基準に適合するもの 

 

４ 住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化について 

（１）県営住宅の管理の適正化の推進について 

県営住宅の管理に当たっては、真に住宅に困窮する低額所得者への



県営住宅の公平・的確な供給を実施するため、高齢者や障害者等への優

先入居や家賃減免、目的外使用の柔軟化等、地域の実情や住宅確保要配

慮者の居住実態に応じた対応を行います。 

また、近年では人間関係の希薄化等により、連帯保証人の確保が困難

な住宅困窮者や単身高齢者が増えていることから、家賃債務保証の導

入等により県営住宅の入居要件を緩和します。 

（２）登録住宅の管理の適正化の推進について 

登録住宅の登録事務は、下関市においては市が、それ以外の市町にお

いては県が行うこととされています。このため、県又は下関市は、登録

住宅が適正に管理されるよう指導監督に努めます。 

 

５ 計画期間 

計画期間は令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10年間

とします。なお、「山口県住生活基本計画」、「山口県高齢者居住安定確保計

画」の見直し等を踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行います。 


